
医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合，または，家庭における抗原定性検査キットで陽性が確認された場合は，学校に診

断結果を連絡してください。 

新型コロナウイルス感染症の出席停止期間が，令和５年５月から次のように変更になっています。（学校保健安全法施行規則第１９条 出

席停止期間の基準 新型コロナウイルス感染症にあっては，発症した後５日を経過し，かつ，症状が軽快した後１日を経過するまで。）集団

での流行拡大を防ぐために必要な措置ですので，ご理解とご協力をお願いします。 

発症日（当日0日目）は，病院に受診した日ではなく，新型コロナウイルス感染症の症状が始まった日です。そのため病院受診した際は，

医師に発症日を相談・確認することが必要です。 

「発症した後５日を経過」し，かつ，「症状が軽快した後１日」とは，最低「発症した後５日を経過」するまで出席停止となります。それ

に加えて症状が軽快した日によって出席停止期間は延期することがあります。（発症後5日目以降に症状が軽快した場合（例４）は，出席停

止の期間が延期されます。） 

出席停止期間を終え登校時には，登校許可証明書が必要です。登校許可証明書に保護者が記入し，学級担任へ提出してください。 
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発症後 

２日目に症状が軽快 

した場合 

風邪症状 風邪症状 症状が軽快 症状軽快後 
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例 

２ 

発症後 

３日目に症状が軽快 

した場合 

風邪症状 風邪症状 風邪症状 症状が軽快 症状軽快後 

１日目 
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登校可能 

 

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 

例 

３ 

発症後 

４日目に症状が軽快 

した場合 
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風邪症状 風邪症状 風邪症状 症状が軽快 症状軽快後 
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出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 

例 

４ 

発症後 

５日目に症状が軽快 

した場合 

風邪症状 風邪症状 風邪症状 風邪症状 
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